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代表取締役社長 木矢 道 雄

｢携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告書｣(寡)に

関し､別紙のとおり意見を提出します｡



以 程度に分割するのが適当と考えます .近畿ブロックに

いては､大阪府､京都府､滋賀県､兵庫県､奈良県､

- ド事業者とソフト事業者は事業運営上密接な連携が

要であり､一体的に運用できる仕組みが望ましいと考

ます｡その際にソフト事業者の編成権を守ることも重であると考えます 4 

つ

和

必

え

要

地方ブロックの定め方である日本放送協会 (
下 ｢NHK｣という .)の地方放送番組審議会の

は､ハ｣ ド事業者とソフト事業者が異なるこ

を許容する ｢ハー ド .ソフト分離｣の制度の

用を可能とすることが考えられる ○

と

活




